
東京VISAカード＆東京マスターカード個人会員規約 新旧対比表

現行 改定後 （2023年4月改定）

第６条（カードの貸与と取扱い）
２．カードの所有権は当社に属し、カードおよびカード情報はカード券面上に印字
された会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は、現行紙幣・貨幣
の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピン
グ枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。

第６条（カードの貸与と取扱い）
２．カードの所有権は当社に属し、カードおよびカード情報はカード券面上に印字
された会員本人以外は使用できないものとします。

第１４条（カード利用の一時停止等）
なし

第１４条（カード利用の一時停止等）
９．当社は、当社が合併、株式交換、会社分割、事業譲渡その他の組織再編
を実施しあるいは実施しようとする場合であって、貸金業法、割賦販売法その他の
法令の確実な遵守のためカードの利用停止が必要と判断する場合には、事前に
当社が相当と認める方法で告知の上、一定期間カードショッピング、キャッシングリ
ボおよび海外キャッシュサービスの全部または一部の利用を停止することができるも
のとします。

第２１条（期限の利益の喪失）
２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第22条第1 
項の規定（ただし、第 22 条第 1 項第 7 号または第8 号の事由に基づく場合
を除きます）により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2 
回払いおよびボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利益
を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。

第２１条（期限の利益の喪失）
２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第22条第
１項の規定（ただし、第２２条第１項第6号・第７号・第８号の事由に基づく
場合を除きます）により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、
２回払いおよびボーナス一括払いに係る債務を除く債務について当然に期限の利
益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。

第 24 条（費用の負担）
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数
料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料（ただ
し、当社が受領するものは除きます）、本規約に基づく費用・手数料等に課される
消費税その他公租公課を負担するものとします。

第２４条（費用の負担）
１．会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込
手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料
（ただし、当社が受領するものは除きます）、本規約に基づく費用・手数料等に
課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
２．会員が支払期日において当社に支払うべき債務の口座振替、引落しもしく
は自動払込みができない場合、または当社指定口座への振込が支払期日までに
されなかった場合には、システム処理料、事務手数料およびその他カード利用代金
等（ただし、キャッシング利用代金を除く）の弁済の受領に要する費用として、
440円（税込）を会員は負担するものとします。

第３１条（リボルビング払い）
２．本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金（毎月支
払額）の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指
定した際に指定した金額（５千円、または、１万円以上１万円単位。ゴールド
カードの場合は１万円以上１万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満た
ないときはその金額）または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリ
ボルビング払いの未決済残高に応じて本条第４項に定める手数料を加算して、翌
月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場
合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすること
ができます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社
が適当と認めた場合は、弁済金（毎月支払額）を増額または減額できるものとし
ます。

第３１条（リボルビング払い）
２．本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金（毎月
支払額）の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを
指定した際に指定した金額（５千円、または、１万円以上１万円単位。ゴール
ドカードの場合は１万円以上１万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満
たないときはその金額）または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点の
リボルビング払いの未決済残高に応じて本条第４項に定める手数料を加算して、
翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認め
た場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とす
ることができます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し
当社が適当と認めた場合は、弁済金（毎月支払額）を増額または減額できるも
のとします。また、入会時において、会員は支払いコースを元金定額コースと指定し
たとみなします。

第 35 条（支払停止の抗弁）
1．会員は、リボルビング払い、分割払い、2 回払いおよびボーナス一括払いにより
購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの
間、当社に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。
ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権
利・役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと
②商品等に瑕疵（欠陥）があること
③その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由が
あること

第３５条（支払停止の抗弁）
１．会員は、リボルビング払い、分割払い、２回払いおよびボーナス一括払いによ
り購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの
間、当社に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。
ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権
利・役務についてはこの限りではありません。
①商品等の引渡し、提供がなされないこと
②商品等に破損、汚損、故障、欠陥、その他の種類または品質、数量に関して
契約の内容に適合しない場合があること

③その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由が
あること

＜ご相談窓口＞
２．宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記の当社お客様相
談室までお願いします。
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社にご返却くださ
い。

＜ご相談窓口＞
２．宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記の当社お客様相
談室までお願いします。

（2022 年 8 月改定） （2023年4月改定）

マイ・ペイすリボ会員特約

第２条（カード利用代金の支払区分）
２．本カードの弁済金（毎月支払額）は、会員規約第３１条にかかわらず、下
記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当社が適当と認めた場
合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とするこ
とができます。

第２条（カード利用代金の支払区分
２．本カードの弁済金（毎月支払額）は、会員規約第３１条にかかわらず、
下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当社が適当と認めた
場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とす
ることができます。なお、マイ・ペイすリボ申込み時において、会員は支払いコースを
元金定額コースと指定したとみなします。

第 5 条（マイ・ペイすリボの設定）
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合に有効としま
す。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認めリボルビング払い利用枠の
設定を取消した場合、または、会員の申出によりリボルビング払い利用枠を取消し
た場合は、マイ・ペイすリボの設定は取消すものとします。

第５条（マイ・ペイすリボの設定）
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合に有効としま
す。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認めリボルビング払い利用枠の
設定を取消した場合、または、会員の申出によりリボルビング払い利用枠を取消し
た場合は、マイ・ペイすリボの設定は取消す場合があります。

（2018年10月改定） （2023年4月改定）

個人情報の取扱いに関する同意条項

第 1 条（個人情報の収集・保有・利用等）
1.会員または会員の予定者（以下総称して「会員等」という）は、本規約（本
申込みを含む。以下同じ）を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理
ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報（以下これらを総称して
「個人情報」という）を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに
同意します。（略）
① 申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類
に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子
メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債
および収入等の情報（以下総称して「氏名等」という）、本規約に基づき届出ら
れた情報および当社届出電話番号の現在および過去の有効性 (通話可能か否
か) に関する情報、ならびにお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名
等の情報（以下総称して「属性情報」という）
② 会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支
払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報（以下「契約情報」とい
う）
（略）
2.会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報を利用するこ
とを同意します。（略）
⑤ 当社が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等および当
社の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービス提供
のための統計レポートの作成（個人を識別し得ない統計情報として加工したものに
限る）
（略）

第１条（個人情報の収集・保有・利用等）
１.会員または会員の予定者（以下総称して「会員等」という）は、本規約（本
申込みを含む。以下同じ）を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理
ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑨の情報（以下これらを総称して
「個人情報」という）を当社が保護措置を講じた上で収集（映像、その他の電磁
的記録として取得・保存することを含む）・保有・利用することに同意します。
(略）
① 申込み時または入会後に会員等が提出する申込書、届出書、その他の書類
に記入しまたは記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子
メールアドレス、運転免許証番号、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債
および収入、在留資格に関する情報等の情報（以下総称して 「氏名等」とい
う）、本規約に基づき届出られた情報および当社届出電話番号の現在および過
去の有効性（通話可能か否か）に関する情報、電話接続状況履歴（全国の
固定電話および携帯電話の接続状況調査の履歴で、調査年月日、電話接続
状況、移転先電話番号が含まれる）およびお電話等でのお問合せ等により当社
が知り得た氏名等の情報（以下総称して「属性情報」という）
② 会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支
払回数、IDその他の識別情報等のご利用状況および契約内容に関する情報
（クレジットカード利用可能加盟店等から当社が適法に取得する情報を含み、以
下「契約情報」という）
(略）
⑧会員等のインターネット（アプリ、アフィリエイトサイトを含む）上での閲覧履歴、
商品購買履歴、サービス利用履歴、位置情報等の履歴情報、利用されている端
末の情報、ネットワーク情報（IPアドレス等）等
⑨本項各号に定める情報に付帯する個人関連情報（第三者から提供を受け個
人データとなる個人関連情報を含む）
２．会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④⑧⑨の個人情報を利
用することを同意します。(略）
⑤ 当社が認めるクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等および当
社の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービスにお
いて、個人情報に係るデータを照合、分析することにより、統計レポートを作成する
こと（個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る）（略）
３．会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれ
に準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に会員等の個人情
報を提供することに同意します。

個人情報の共同利用について
当社は、個人情報の保護に関する法律第２３条第５項に基づき、収集した個人
情報を共同利用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当
社ホームページへの常時掲載によって公表するものとします。

個人情報の共同利用について
当社は、個人情報の保護に関する法律に基づき、収集した個人情報を共同利
用できるものとし、個人情報の共同利用についてインターネットの当社ホームページ
への常時掲載によって公表するものとします。

（2022年8月改定） （2023年4月改定）


